
平 成 ３ ０ 年 度 八 千 代 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算

平 成 ３ ０ 年 度 八 千 代 町 の 八 千 代 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（歳入歳出予算）
第 １ 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１３２，１０７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。

（地方債）
第 ２ 条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的・限度額・起債の方法
・利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

（一時借入金）
第 ３ 条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は５０，０００千円と定める。

（歳出予算の流用）
第 ４ 条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる
場 合 は 、 次 の と お り と 定 め る 。

（ １ ） 各項に計上した給料・職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る予算額に過不足を生じた場合に
おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 ６ 日 提 出

八 千 代 町 長 大 久 保 司



金          額款

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算

－1－

（単位：千円）歳 入

項

事 業 収 入1 19,328

事 業 収 入1 19,328

国 庫 支 出 金3 20,900

国 庫 支 出 金1 20,900

繰 入 金5 66,577

繰 入 金1 66,577

繰 越 金6 10,000

繰 越 金1 10,000

諸 収 入7 2

町 預 金 利 子1 1

雑 入2 1

町 債8 15,300

町 債1 15,300

132,107歳              入              合              計



－2－

金          額款

（単位：千円）歳 出

項

1 総 務 費 18,405

総 務 管 理 費 1 18,405

2 土 地 区 画 整 理 費 66,046

土 地 区 画 整 理 費 1 66,046

3 公 債 費 45,656

公 債 費 1 45,656

4 予 備 費 2,000

予 備 費 1 2,000

132,107歳              出              合              計
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第 ２ 表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

公 共 事 業 等

千円

15,300 普通貸借又は証券発行

％

5.0 以内

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合
にはその債権者と協定するものとする。ただし、町財政の都合
により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは
低利に借換えすることができる。



平 成 30 年 度

八 千 代 中 央 土 地 区 画 整 理 事 業 特 別 会 計 予 算 に 関 す る 説 明 書

八 千 代 町



款 比     較前 年 度 予 算 額

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

－5－

１　総　括
（単位：千円）歳 入

本 年 度 予 算 額

1 事 業 収 入 25,508 △6,18019,328

3 国 庫 支 出 金 14,300 6,60020,900

5 繰 入 金 114,720 △48,14366,577

6 繰 越 金 10,000 010,000

7 諸 収 入 2 02

8 町 債 10,500 4,80015,300

歳     入     合     計 132,107 175,030 △42,923



－6－

地 方 債

本年度予算額 比 較前年度予算額款

（単位：千円）

特    定    財    源
一般財源

国県支出金 そ の 他

本  年  度  予  算  額  の  財  源  内  訳

歳 出

1 23,447 △5,04218,405 18,405総 務 費

19,32815,30020,9002 104,746 △38,70066,046 10,518土 地 区 画 整 理 費

3 44,837 81945,656 45,656公 債 費

4 2,000 02,000 2,000予 備 費

歳     出     合     計 132,107 175,030 △42,923 20,900 15,300 19,328 76,579



－7－

２　歳　入

（単位：千円）事業収入1事業収入（款） 1 （項）

前 年 度 説    明
金   額区   分

節
比   較本 年 度目

19,328保留地処分金125,508保留地処分金1 △6,18019,328 19,328保留地処分金

△6,18025,50819,328計

国庫支出金（項） 1国庫支出金（款） 3

20,900土地区画整理費国114,300土地区画整理費国1 6,60020,900 20,900社会資本整備総合交付金

庫補助金庫補助金

6,60014,30020,900計

繰入金（項） 1繰入金（款） 5

66,577一般会計繰入金1114,720一般会計繰入金1 △48,14366,577 66,577一般会計繰入金

△48,143114,72066,577計

繰越金（項） 1繰越金（款） 6

10,000繰越金110,000繰越金1 010,000 10,000繰越金

010,00010,000計

町預金利子（項） 1諸収入（款） 7

1町預金利子11町預金利子1 01 1預金利子

011計

雑入（項） 2諸収入（款） 7

1雑入11雑入1 01 1雑入

011計



－8－

八千代中央土地区画整理事業特別会計

町債（項） 1町債（款） 8

15,300土地区画整理事業110,500土地区画整理事業1 4,80015,300 15,300土地区画整理事業債

債債

4,80010,50015,300計



－9－
３　歳　出

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費 （単位：千円）

目 本 年 度 前 年 度 比   較

本  年  度  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1審議員会 115 115 0 115 1報 酬 115 審議員報酬　２０人 92

費 評価員報酬　５人 23

2一般管理 18,290 23,332 △5,042 18,290 2給 料 9,280 一般職　３人 9,280

費
3職員手当等 5,645 一般職扶養手当 198

一般職通勤手当 48

一般職時間外勤務手当 331

一般職期末手当 2,150

一般職勤勉手当 1,545

一般職児童手当 120

一般職退職手当組合負担金 1,253

4共 済 費 2,651 一般職共済組合負担金 2,402

一般職公務災害補償基金負担金 11

一般職追加費用 204

共済組合事務費 34

9旅 費 5 普通旅費 5

11需 用 費 660 消耗品費 308

光熱水費 302

修繕料 50

18備品購入費 25 庁用器具購入費 25

19負担金､補助 24 各種研修会出席負担金 24
及び交付金

計 18,405 23,447 △5,042 18,405



－10－

八千代中央土地区画整理事業特別会計

（款） 2 土地区画整理費 （項） 1 土地区画整理費

2第１工区 14,600 73,200 △58,600 14,600 13委 託 料 8,600 公共用地管理委託料 2,200

区画整理 事業再評価業務委託料 3,100

事業費 換地設計変更業務委託料 300

公共施設用地除草作業委託料 900

保留地台帳作成業務委託料 1,300

画地確定杭打測量委託料 800

15工事請負費 4,000 区画道路築造工事請負費 2,000

盛土整地工事請負費 2,000

22補償、補填 2,000 電柱移設費 500
及び賠償金 水道管移設費 1,000

休耕補償金 500

3第２工区 51,446 31,546 19,900 20,900 15,300 4,728 10,518 13委 託 料 1,946 公共施設用地除草作業委託料 500

区画整理 仮排水清掃委託料 446

事業費 画地確定杭打測量委託料 1,000

15工事請負費 11,000 区画道路築造工事請負費 11,000

22補償、補填 38,500 家屋物件移転補償金 35,500
及び賠償金 電柱移設費 1,000

水道管移設費 1,000

休耕補償金 1,000

計 66,046 104,746 △38,700 20,900 15,300 19,328 10,518

（款） 3 公債費 （項） 1 公債費

1元金 41,252 39,758 1,494 41,252 23償還金､利子 41,252 長期債元金 41,252
及び割引料

2利子 4,404 5,079 △675 4,404 23償還金､利子 4,404 長期債利子 4,404
及び割引料

計 45,656 44,837 819 45,656



－11－

（款） 4 予備費 （項） 1 予備費

目 本 年 度 前 年 度 比   較

本  年  度  の  財  源  内  訳

特   定   財   源 説    明

節

一般財源 区   分 金   額
国県支出金 地 方 債 そ の 他

1予備費 2,000 2,000 0 2,000 予 備 費 2,000 予備費 2,000

計 2,000 2,000 0 2,000



　　１　特　　別　　職

（人）

計
25 115 0 0 115 0 115

計
25 115 0 0 115 0 115

計
0 0 0 0 0 0 0

比 較

0

前 年 度 評 価 員
5 23 0

0 0

審 議 員
20 92 0 0

0 0

評 価 員
0

共済費 合　計 備　考
報　酬 職員手当 計

92

23

評 価 員

給　　　　与　　　　費　　　　明　　　　細　　　　書

       （単位:千円）

区　　　　分
職員数

給　　　　　与　　　　　費

23 0
本 年 度

審 議 員

給　料

0

0 0 0

92

0

0

0 92

0 0 0

0

23

0 23

0

審 議 員
20

5 23

0 9292 0 0
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2　一　　般　　職

　

職員数

（人） 報酬 給料 職員手当 計

本 年 度 3 0 9,280 5,525 14,805

前 年 度 3 0 11,118 7,929 19,047

比 較 0 0 △ 1,838 △ 2,404 △ 4,242

管理職 扶　養 通　勤 特殊勤 時間外 期　末 勤　勉 住　居 宿日直 管理職員特 職員退職手当

手　当 手　当 手　当 務手当 勤務手当 手　当 手　当 手　当 手　当 別勤務手当 組 合 負 担 金

本 年 度 0 198 48 0 331 2,150 1,545 0 0 0 1,253

前 年 度 0 528 334 0 320 2,615 1,751 324 0 0 2,057

比 較 0 △ 330 △ 286 0 11 △ 465 △ 206 △ 324 0 0 △ 804

3,331

△ 680

22,378

△ 4,922

給　　　与　　　費
区　　分 共済費 合  計

2,651

             （単位:千円）

区 分

備   考

（１）　総　　　　括

　　　職員手当の内訳

17,456



（2）　給料及び職員手当の増減額の明細

　　　（単位:千円）

区　　分 増　減　額 説　　　明 備　　　考

給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分 22 　 平均改定率0.2%（当初比）

昇 給 に 伴 う 増 加 分 389

そ の 他 の 増 減 分 △ 2,249 人事異動

制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分 △ 1,010
勤勉手当率引上
退職手当率引下

1.7月⇒1.8月（当初比）
185/1000⇒135/1000（当初比）

そ の 他 の 増 減 分 △ 1,394 人事異動

　 　

 　

増　減　事　由　別　内　訳

給　　　　料 △ 1,838

職 員 手 当 △ 2,404
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（単位：円）

医　療　職

高　校　卒 144,500

大　学　卒 204,400 204,400

147,100

179,200

147,100

179,200

144,500

区　　　分 行　一　職 行　二　職 医　療　職
国　の　制　度

行　一　職 行　二　職

35.00

医　　　療　　　職行　　　二　　　職

平 均 年 齢 （歳）

区　　　　　　　　　分 行　　　一　　　職

246,967

254,300

32.67

273,950

313,350

　イ　　初　　任　　給

（3）　給料及び職員手当の状況

　ア　職員１人当たりの給与

平成30年 1月 １日現在

平成29年 1月 １日現在

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）

平 均 年 齢 （歳）

平均給料月額（円）

平均給与月額（円）



　ウ　級別等職員数

等 級 職員数（人） 構成比（％） 等 級 職員数（人） 構成比（％） 等 級 職員数（人） 構成比（％）

1　級 2 66.7 1　級 1　級

2　級 0.0 2　級 2　級

3　級 0.0 3　級 3　級

4　級 1 33.3    4　級

5　級 0.0

6　級 0.0

7　級 0.0

計 3 100.0 計 0 計 0

1　級 1 50.0 1　級 1　級

2　級 0.0 2　級 2　級

3　級 1 50.0 3　級 3　級

4　級 0.0    4　級

5　級 0.0

6　級 0.0

7　級 0.0

計 2 100.0 計 0 計 0

医　　　　療　　　　職

平成30年 1月 1日現在

平成29年 1月 1日現在

区　　　　　分
行　　　　二　　　　職行　　　　一　　　　職
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級別の標準的な職務内容

区　　分 1　　級 2　　級 3　　級 4　　級 5　　級 6　　級 7　　級

公室長

部　長

技　師　補

調　理　手

事　務　補

技　　　師

調　理　師

　　　保　健　師 　　　保健師（長） 主任保健師

課　長 ・ 局　長

所　長 ・ 館　長

困難な職務を分掌
する課長補佐

行　二　職

医　療　職

主　事　補
技　師　補
主　　　事
技　　　師

主　　　幹
係　　　長
室　　　長
班　　　長

主　　　任
主　　　査

課長補佐
行　一　職

特に高度な技能・
経験を有する技
師・調理師

困難な職務を分掌
する主任保健師



3 3

3 3

0

0

0

3 3

0

0

100 100

3 3

3 3

0

0

0

3 3

0

0

100 100

　 　

5号給  （人）

3号給  （人）

4号給  （人）

5号給  （人）

エ　昇  給

昇給に係る職員数　 　　　　 　（Ｂ）  人

号給数別内訳

比　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　　　  　（％）

本年度

6号給  （人）

6号給  （人）

職　員　数　　 　　　 　　　　　　（Ａ）  人

職　員　数　　 　　　 　　　　　　（Ａ）  人

昇給に係る職員数　 　　　 　　（Ｂ）  人

1号給  （人）

代  表  的  な  職  種
区　　　　　　　　　　　　　　　分 合   計

行  一  職 行  二  職

　

前年度

比　率　　（Ｂ）/（Ａ）　　　　　　　　（％）

2号給  （人）

号給数別内訳

医  療  職

2号給  （人）

4号給  （人）

1号給  （人）

3号給  （人）
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　オ　期末・勤勉手当  

支給率計

6 月 (月分） 12 月 （月分） (月　分）

2.125 2.275 4.400 有

2.075 2.225 4.300 有

2.125 2.275 4.400 有

　カ　定年退職及び勧奨退職に係わる退職手当

２０年勤続の者 ２５年勤続の者 ３５年勤続の者 最高限度

（月　分） （月　分） （月　分） （月　分）

支給率等 25.55625 34.5825 49.59 49.59
定年前早期退職
特　例　措　置
（2%～20%加算）

国の制度
（支給率等）

24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職
特　例　措　置
（3%～45%加算）

区　　分 その他の加算措置等 備　考

国 の 制 度

職制上の段階、職務の
級等による加算措置

備　　考区　　　　　分

本 年 度

前 年 度 当 初

支給期別支給率



キ　　特殊勤務手当

行　一　職 行　二　職 医　療　職

給料総額に対する比率（％）

（平成30年1月1日現在）

支給対象職員の比較（％）

（平成30年1月1日現在）

ク　　その他の手当

0.00 0.00

代表的な特殊勤務手当の名称

0.00

区　　　　分

0.00 0.00 0.00

代　　表　　的　　な　　職　　種

区　　　　　　　分

扶　　養　　手　　当

住　　居　　手　　当

通　　勤　　手　　当

全　職　種

0.00

0.00

伝染病防疫作業　・　精神障害者の収容作業

国　の　制　度　と　の　異　同

同　　

同　　

同　　

差　異　の　内　容
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地 方 債 の 前 々  年 度 に お け る 現 在 高 並 び に 前 年 度 末 及 び
当 該 年 度 末 に お け る 現 在 高 の 見 込 み に 関 す る 調 書

（単位 千円）

区 分 前 々  年 度 末 現 在 高 前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 増 減 見 込 額

当該年度末現在高見込額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額 当該年度中元金償還見込額

地 方 道 路 等 整 備 事 業 305,114 271,756 30,193 241,563

公 共 事 業 等 120,591 122,291 15,300 11,059 126,532

合 計 425,705 394,047 15,300 41,252 368,095


